
議案第６３号

杉並区情報公開・個人情報保護審議会条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

平成２７年１１月１８日

提出者 杉並区長 田 中 良

杉並区情報公開・個人情報保護審議会条例の一部を改正する条例

杉並区情報公開・個人情報保護審議会条例（昭和６１年杉並区条例第４１号）の

一部を次のように改正する。

第１条中「並びに」を「及び」に、「推進する」を「推進し、並びに行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第

２７号。以下「番号利用法」という。）に基づく特定個人情報（番号利用法第２条

第８項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。）の取扱いの適正を確保する」

に改める。

第２条第１項第１号中「運用」の次に「並びに特定個人情報の取扱い」を加え、

同条第２項中「、防犯カメラ」を「及び防犯カメラ」に、「及び」を「の運用、特

定個人情報の取扱い並びに」に、「運用」を「管理運用」に改める。

第３条第１項中「２０人」を「２１人」に改め、同項第３号中「４人」を「５

人」に改める。

附 則

１ この条例は、平成２８年１月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

２ 施行日以後最初に委嘱するこの条例による改正後の杉並区情報公開・個人情報

保護審議会条例第３条第１項第３号の委員の任期は、同条第２項の規定にかかわ

らず、平成２９年６月３０日までとする。

（提案理由）

情報公開・個人情報保護審議会の所掌事項に特定個人情報の取扱いに関する事項

を加える等の必要がある。
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杉並区情報公開・個人情報保護審議会条例の一部を改正する条例新旧対照表

新 条 例 旧 条 例

（設置） （設置）

第１条 杉並区情報公開条例（昭和６１ 第１条 杉並区情報公開条例（昭和６１

年杉並区条例第３８号）に基づく情報 年杉並区条例第３８号）に基づく情報

公開制度、杉並区個人情報保護条例 公開制度、杉並区個人情報保護条例

（昭和６１年杉並区条例第３９号。以 （昭和６１年杉並区条例第３９号。以

下「個人情報保護条例」という。）に 下「個人情報保護条例」という。）に

基づく個人情報保護制度、杉並区住民 基づく個人情報保護制度、杉並区住民

基本台帳に係る個人情報の保護に関す 基本台帳に係る個人情報の保護に関す

る条例（平成１３年杉並区条例第４４ る条例（平成１３年杉並区条例第４４

号。以下「住基条例」という。）に基 号。以下「住基条例」という。）に基

づく住民基本台帳事務及び 杉並区防 づく住民基本台帳事務並びに杉並区防

犯カメラの設置及び利用に関する条例 犯カメラの設置及び利用に関する条例

（平成１６年杉並区条例第１７号。以 （平成１６年杉並区条例第１７号。以

下「防犯カメラ条例」という。）に基 下「防犯カメラ条例」という。）に基

づく防犯カメラの設置等に関する事務 づく防犯カメラの設置等に関する事務

の適正かつ円滑な運営を推進し、並び の適正かつ円滑な運営を推進する

に行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律

（平成２５年法律第２７号。以下「番

号利用法」という。）に基づく特定個

人情報（番号利用法第２条第８項に規

定する特定個人情報をいう。以下同

じ。）の取扱いの適正を確保するた た

め、杉並区情報公開・個人情報保護審 め、杉並区情報公開・個人情報保護審

議会（以下「審議会」という。）を置 議会（以下「審議会」という。）を置

資 料
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く。 く。

（所掌事項） （所掌事項）

第２条 審議会は、個人情報保護条例、 第２条 審議会は、個人情報保護条例、

住基条例及び防犯カメラ条例の規定に 住基条例及び防犯カメラ条例の規定に

より区長がその意見を聴くこととされ より区長がその意見を聴くこととされ

た事項のほか、次に掲げる事項につい た事項のほか、次に掲げる事項につい

て、区長の諮問に応じ、答申する。 て、区長の諮問に応じ、答申する。

(１) 情報公開制度、個人情報保護制 (１) 情報公開制度、個人情報保護制

度、住民基本台帳事務及び防犯カメ 度、住民基本台帳事務及び防犯カメ

ラの設置等に関する事務の運用並び ラの設置等に関する事務の運用

に特定個人情報の取扱いに関する重 に関する重

要事項 要事項

(２) 略 (２) 略

２ 審議会は、情報公開制度、個人情報 ２ 審議会は、情報公開制度、個人情報

保護制度、住民基本台帳事務及び防犯 保護制度、住民基本台帳事務、防犯カ

カメラの設置等に関する事務の運用、 メラ の設置等に関する事務及び

特定個人情報の取扱い並びに電子計算 電子計算

組織の管理運用に関する重要事項につ 組織の運用 に関する重要事項につ

いて、区長に建議することができる。 いて、区長に建議することができる。

（組織） （組織）

第３条 審議会は、次に掲げる者につ 第３条 審議会は、次に掲げる者につ

き、区長が委嘱する委員２１人以内で き、区長が委嘱する委員２０人以内で

組織する。 組織する。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

(３) 学識経験者 ５人以内 (３) 学識経験者 ４人以内

２ 略 ２ 略


